
 NO.61 （2014.6) 
山口県農地・水・環境保全向上対策協議会 

 

 

  
 
 

 
日本型直接支払(多面的機能支払)への取組について 
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農地・水保全管理支払交付金に係る活動組織の皆様には、 

平素より地域共同による農地等の保全管理を始め、施設の 

長寿命化等の取組にご尽力を頂いており、心より敬意を表 

しますとともに感謝を申し上げます。 

 

ご承知の通り、農業は、安心安全な農産物の安定供給する基本的な役割に加え、その生産活

動を通じ県土保全や自然環境保全･景観の形成などへの寄与が認められる（多面的な機能）重

要な産業ですが、一方、農業従事者の高齢化や担い手不足、産地間競争の激化等の課題に直面

しております。 

こうした中、国においては、昨年「農林水産業・地域の活力創造プラン」を策定し、「中間

管理機構の創設、経営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直接支

払制度の創設」の４つの改革からなる「新たな農業・農村政策」を推進し、関係者が一体とな

って、課題の解決に取り組み「強い農林水産業」「美しく活力ある農村」を創り上げることし

ています。 

 

県におきましても、農業・農村が直面する課題を突破し、村岡知事が目指される「活力みな

ぎる山口県」の実現に向け、国を始め関係する市町、団体、県民の皆様ともしっかり連携し、

農業の再生・強化に取り組んで参りたいと考えています。 

その中で、この度国において農地水保全管理支払制度に代わる制度として創設された日本型

直接支払制度の中の多面的機能支払（以下「新制度」という）は、共同活動による農地や道水

路等の基礎的保全活動への支援（農地維持支払）や施設の長寿命化など資源の質的向上に向け

た共同活動への支援（資源向上支払）などを通じ、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮

を確保するとともに、農業構造の変化から規模拡大に取り組む担い手の水路農道等の維持管理

に対する負担を軽減し、農地集積を後押しする政策として期待されています。 

また、新制度への取組を推進する上から、農地維持支払に関しては、非農業者の活動組織へ

の参加が要件となっていないなど、これまでの農地水保全管理支払制度に比べ取り組み易くま

た交付単価においても有利な支援制度となっています。 

このことから県としましては、市町を始め関係する皆様と連携を密にし、新制度を積極的に推

進しながら、多面的機能の維持・発揮はもとより、喫緊の課題である中心経営体への農地集積

にも結び付けて行きたいと考えています。 

 

新制度の内容、必要な手続きなどの説明（農地水活動からの移行や新たに共同活動に取り組

む場合の手続きなど）は、農地水環境保全向上対策協議会各支部においても実施しております

が、関係する皆様におかれましては、新制度の目指す意義等について是非ともご理解を頂き、

積極的な推進取組を賜りますようよろしくお願いします。 
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協議会だより 



□ 追加された活動について・・・                            
■ 地域資源の適切な保全管理のための推進活動  ……………………… (毎年度、実施します。) 

  （「構造変化に対応した保全管理の目標」を踏まえて） 今後、地域で取り組んでいく保全管理の内容や取
組の方向性を明らかにして、具体的に推進していくための活動を選択します。  この活動実績から、地域資源の
目指すべき保全管理の姿を描いた「地域資源保全管理構想」を 5 年目に作成します。（１項目以上選択） 

 

 

 

 

推進活動 

 

 

 

 

☑農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催 

□農業者に対する意向調査、農業者による現地調査 

☑不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査 

□地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催 

□地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査 

☑有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催 

□その他（                ） 

 

■ 多面的機能の増進を図る活動  ……………………………………… (毎年度、実施します。) 

地域の創意工夫に基づいた活動により地域ぐるみの取組の質を高め、活動を促進・発展させることにより、農

業・農村が持つ多面的機能の増進を図る取組です。（１項目以上選択） 

 

□ 遊休農地の有効活用  

※地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用等  

□ 農地周りの共同活動の強化  

※鳥獣害防止のための対策施設の設置、農地周りの藪等の伐採等  

□ 地域住民による直営施工  

※農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置等  

□ 防災・減災力の強化  

※水田やため池の雨水貯留機能の活用等  

□農村環境保全活動の幅広い展開として、農村環境保全活動を１テーマ追加 

※水質保全、生態系保全、景観形成・生活環境保全等  

□高度な保全活動の実施  

※小段（犬ばしり）の設置や末端ゲート・バルブの自動化等 

□ 医療・福祉との連携  

※地域の医療・福祉施設等と連携した、高齢者や障害者の農村環境保全活動への参画や農業体験等を 

通じた交流活動等  

□ 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化  

※伝統的な農業技術、農業に由来する伝統行事の継承等  

 
 

なお、中山間地域等直接支払に取り組まれている組織は、直接支払いで選択されている「多面的機能を増進する
活動」以外の活動を選択してください。やむを得ない場合は、活動日や活動場所を相違させてください。 
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